保健福祉局医療衛生推進室
医務衛生課　民泊担当　様

　下記の「住宅の用途」は，次のとおりであることを確認しました。
　なお，「住宅の用途」が農林漁業者用住宅等の「属人性のある建築物」に該当する場合においては，市街化調整区域で，住宅宿泊事業者が届出住宅に居住しない民泊を開業すると都市計画法の用途違反となります。

記
[bookmark: _GoBack]建物所在地※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
登記簿上の建物所有者※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建築確認年月日※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※　申請者により記入
用　　　途　　　農林漁業者用住宅等の「属人性のある建築物」
専用住宅　　兼用住宅
不明
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（都市計画局都市景観部開発指導課）
